
２．被災地の状況 

 

2.1 陸前高田市 【佐々木誠】 

 

(1)震災前後の市街地／住宅地の概要、および被災の範囲 

 震災前の人口は２万４千人余り、南に宮城県の気仙沼市に接し、大船渡市と共に越前海岸北部の中核都

市。広田湾の北奥に拡がる小さな平野に流れこむ気仙川の土砂で形成された砂丘に東西に続く松原があり、

その奥（北側）に中心市街地がある。 

 東日本大震災による震度は６弱。大津波により、市中心部は市庁舎ふくめ壊滅。市の全世帯中半数以上

が被害を受け参2-1)、建物被害は全壊又は半壊 3341 戸、死者・行方不明者は 2000 人を超えた参3-1)。また、

市域にあるＪＲ東日本の５駅のうち４駅で駅舎が流失し、線路も被害を受けた参4)。公営住宅は 158 戸が

全壊、小中学校５校の校舎が全半壊した参2-1)。市内の３箇所の観測点における地盤沈下調査の結果による

と 53〜84cm沈下している参 7)。 

   

図 2.1-1 浸水範囲概況図参 9)            写真 2.1-1 被災した市の本庁舎 

 
写真 2.1-2 内陸側から市街地中心部方向：瓦礫が撤去されている 

 

(2)避難所・仮設住宅の概況 

 4 月 5 日時点で避難者数 16,611 名、避難場所 100 箇所程度だったが、7月 4日時点で避難者数 1563 名、

避難場所 44 箇所となっている。参3-2)



 仮設住宅は、7 月 11 日時点で、46 箇所 2026 戸が完成し、着工済みの７箇所 142 戸をあわせて、53 箇

所 2168 戸となっている。そのうち２箇所は各 10 戸のグループホーム型、11 箇所が談話室もしくは集会

所の併設である。県では、7月 20 日ごろを目途にすべての仮設住宅の建設を終了させる予定。参5)

 

(3)ヒアリングの記録  なし 

 

(4)復旧・復興の方針 

 市の復興対策局より「陸前高田市震災復興計画策定方針」（5月 16 日付）が示されている参2-2)。そこで

は、「計画策定に当たっての基本的視点」として６つが示されている（①津波防災、減災を目指す計画つ

くり ②市街地を復興する計画つくり ③市民の暮らしを再興する計画つくり ④地域産業を復興する計画

づくり ⑤再生可能エネルギーを活用する ⑥協働のまちづくりを推進する）。また、策定体制として、検

討委員会を設けるほか、市民参加（意向調査／説明会／懇談会／意見公募）が示されている。また、方針

を発表した市議会全員協議会で 11 月頃をめどに計画を取りまとめるスケジュールが示された参8)。 

 

(5)本設住宅に向けての取り組み予定 

 市長定例記者会見（平成 23 年度第１回：6月 24 日）では特に触れられていない。 

 市のレベルでは、前述の「陸前高田市震災復興計画策定方針」に基づいて、今後検討されるものと思わ

れる。6 月 30 日に行われた市議会での一般質問「浸水区域への住居や事業所の建設についての考え」に

対して、建設部長は「国の復興方針、県の防潮堤整備計画、市の復興計画が出るまでの間、建築行為を見

合わせるように市民にも協力を呼びかけている」と回答している参6)。 

 

(6)地域住民のニーズ・声など 

 「陸前高田市震災復興計画策定方針」(前述)に沿った住民参加を経て、市民の意向は今後明らかになる

と思われる。 

 

(7)住宅復興に向けての考察 

 都市全体が壊滅状態であり、地盤沈下も激しく震災以前よりも危険となったため、都市を復興させるの

か否か、というところからまずスタートすることになると思われる。これには県や国の方針とも関係する

ため、市と住民だけで決められる問題ではない。市は、住民参加を重視しているようだが、そこでの意向

を県や国レベルの判断にも反映される仕組みが求められよう。 

 ただ、市街地の壊滅状態とその光景は内陸移転への住民の決断を促すに足ると思う反面、生業やコミュ

ニティを含め、課題は少なくないだろう。 
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2.2 大船渡市 【佐野こずえ】 
 

(1) 震災前後の市街地／住宅地の概要、および被災の範囲 

 大船渡市は岩手県の沿岸最南部に位置する。昭和 27 年（1952 年）4 月 1 日、2 町 5 村（大船

渡町・盛町・赤崎村・猪川村・立根村・日頃市村・末崎村）が臨海工業都市の建設を目指し

て合併し、市制を施行する。昭和 35 年（1960 年）のチリ地震津波では国内最大の被災地となっ

たが、水産業、窯業、木材加工業等を中心に復興・発展した。平成 13 年 11 月 15 日、隣の三陸

町（気仙郡三陸町）と合併して、人口 4 万 5 千人の新生・大船渡市が誕生した。 
 東日本大震災の際の震度は 6 弱、浸水面積は 8 ㎢、人的被害は死亡者 325 人、行方不明者 127
人（平成 23 年 7 月 1 日現在）、建物被害は全壊又は半壊 3,629 戸、一部損壊床上浸水件数は不

明（調査中）である。 
 

写真 2-2-1 大船渡市大船渡町地区 

写真 2-2-2 大船渡市大船渡町地区 

図 2-2-1 大船渡市周辺浸水範囲概況図（国土地理

院：10 万分 1 浸水範囲概況図 No.8） 
写真 2-2-3 大船渡市大船渡町地区 



(2)避難所・仮設住宅の概況 

 避難所は、盛町 5 か所（カメリアホール、蔵ハウス、大船渡市民文化会館（リアスホール）、

田茂山一区地域公民館、田茂山二区七夕会館）、大船渡町 4 か所（大船渡地区公民館、大船渡北

小学校、大船渡中学校、ケアホーム「平」）、末崎町 4 か所（ふるさとセンター、碁石地区コミ

ュニティーセンター、三十刈公民館、碁石公民館）、赤崎町 9 か所（漁村センター、沢田地区、

佐野地区、後ノ入地域公民館、大洞地区、山口地区、旧宿公民館（八坂神社）、清水地区、合足

地区）猪川町 2 か所（福祉の里センター、富美岡荘）、三陸町綾里 1 か所（綾里地区コミュニテ

ィ施設・綾姫ホール）となっている。 
 仮設住宅は、入居条件として、（1）居住する住宅が半壊以上の被害を受け、その住宅に住めな

くなった人、（2）住宅が損傷を受け、取り壊して再建するまで、仮住居を必要とする人、（3）二

次災害の恐れがあり、その場所に引き続き居住できない人を対象として 2 年を限度としている。

盛町 13 戸入居済み 75 戸 7 月下旬完成予定、大船渡町 337 戸入居済み 16 戸 7 月下旬完成予定、

末崎町 311 戸入居済み、赤崎町 209 戸入居済み 31 戸 7 月下旬完成予定、猪川町 328 戸入居済み

7 戸 7 月下旬入居予定 99 戸 7 月下旬完成予定、立根町 120 戸 7 月中旬入居予定、三陸町綾里 90
戸入居済み、三陸町越喜来 146 戸入居済み、三陸町吉浜 5 戸 7 月下旬完成予定となっている。 
 

(3)ヒアリングの記録 

 なし。 

 

(4)復旧・復興の方針 

 復興計画を策定するために、災害復興基本方針が平成 23 年 4 月 20 日に出され、大船渡市災害

復興計画策定委員会が設置された。また、市内 11 地区で復興に向けた地区懇談会が行われ、住民

の意見・提言も復興計画に取り入れられている。それを受け、「大船渡市復興計画骨子」、「土地利

用のあり方及び土地利用計画案」が成 23 年 7 月 7 日に災害復興計画策定委員会で協議されてい

る。この時点で各地域の復興方針として、津波危険区域の居住のあり方の検討、高台移転、避難

路の確保などが挙げられている。 
  

(5)本設住宅に向けての取り組み予定 

 市営住宅・雇用促進住宅等 143 戸の募集は終了している。住宅応急修理として、自ら修理する

資力がなく、修理することで自宅での生活が可能となる世帯を対象に、1 世帯あたり 52 万円を限

度として市が業者に委託する措置をとっている。また、行政指導として、復興方針が確定するま

で、東日本大震災の津波浸水区域における建築行為の見合わせをしている。 
 
(6)地域住民のニーズ・声など 

 復興に向けた市民意識調査が、調査期間：平成 23 年 4 月 22 日（金）～平成 23 年 5 月 2 日（月）

に市内全域を対象として行われている。被災した住宅の再建予定は、「同じ場所に再建築」13.3％、

「高台に移転」39.8％、「補修等により入居」18.0％、「目処が立たない」13.4％となっている。

復興への期待としては、「住宅や宅地の再建支援」が 59.5％と最も高くなっている。また、災害

に備えて「情報連絡体制の充実」を求めている。 



 
(7)住宅復興に向けての考察 

 災害復興計画策定委員会が設置され、検討を重ねていることなどから、災害復興への取り組み

が大変早く感じられた。手法としても行政や学識経験者だけでなく、住民へのアンケートや地区

懇談会などにより、復興計画に意見を取り入れる仕組みは有意である。 
 後述するが同市内の吉浜地区の被害の少なさは、今後の「土地利用のあり方及び土地利用計画」

に大きく影響を与える可能性が高い。地区の規模や立地にもよるが、高台への移転も含めた検討

が必要であると考える。 
 
(8)吉浜地区 

 昭和三陸津波で甚大な被害を受けた吉浜地区は、家屋を高台に立地させ、以前浸水被害のあっ

た地域は農地として利用していた。したがって、被災人口は、避難者 124 人（8.5％）、死亡者・

行方不明者 1 人（0.1％）、建物被害は 5 戸（0.7％）と市内で最も被害が少ない地域となった。 
 
 
 
 
 
 
 

写真 2-2-5 昭和三陸津波石碑 写真 2-2-6 吉浜地区被害農地 写真 2-2-4 吉浜地区高台 
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2.3 釜石市 【鈴木雅之】 

 

(1) 震災前後の市街地／住宅地の概要、および被災の範囲 

①震災前の市街地／住宅地の概要 

（釜石市都市マスタープラン・住生活基本計画・平成 20 年住宅土地統計調査より） 

 

■釜石市全体 

・市域の 9 割近くが山林。 

・人口は昭和 38 年の 92,123 人がピーク、平成 23 年は 39,119 人と減少傾向。全ての地区で人

口減少傾向にあり、特に、釜石東地区の人口減少が著しい。 

・鉄鋼業と水産業を中心に発展してきた「鉄と魚のまち」。現在は、鉄鋼業から機械製造業へと移

行。産業別就業人口は、第 3 次産業が 12,477 人と最も多く、全体の 6 割近い。 

・中心市街地の商店街では、空き店舗の増加、経営者の高齢化、後継者不足 

・観光客入り込み数は 100～130 万人規模で推移。日帰り中心、夏型観光 

・用途地域内は、住宅系用途地域：約 6 割、工業系用途地域：約 3 割、商業系用途地域：約 1 割 

・釜石港は、物流機能と水産基地。釜石漁港は、岩手県沿岸の主要な水揚基地。水揚高は、ほぼ

横這いで、水揚量は伸び悩む。 

・高齢化率 31.19 ％、単身高齢者は約 3,000 人。（平成 23 年） 

・住宅総数 18,420 戸、空家 2,800 戸（空家率 15.2％）。持ち家率 68.9％、借家率 29.9%。建築後

30 年超住宅 61.0％。岩手内市部の中で最も老朽化が進む。 

 

■釜石東部地区 

・釜石湾に面し、甲子川沿いの平坦地に市街地が形成。 

・全市の 50％以上の人口が集積。人口減少、高齢化。 

・製鉄業が興隆した地域。製鉄関連工業施設だけでな

く、商業、流通・運輸、教育・文化、行政などの

都市機能が集積し、古くから中心市街地が形成。 

・沖合は世界有数の漁場。湾岸には魚市場や水産加工

施設が立地。 

・企業所有地の大規模な低未利用地。 

・中心市街地は、主要地方道釜石港線沿道や国道 283 

号沿道の商業地において、空き店舗や商業施設、

住宅や主要な施設の老朽化、人口の減少や高齢化。 

 

■鵜住居（うのすまい）地区 

・釜石市の北側に位置し、大槌町と隣接。大槌湾と両石湾に面し、湾や入江を利用した箱崎漁港

や両石漁港などの漁港が多い。大槌湾には鵜住居川が流れ込み、下流には市街地が形成。 

・地区の大部分は山林で覆われており、リアス式海岸とともに自然の宝庫。 

出典：国土地理院 被災前の市街地 

 



②被災の概況 

■釜石東部地区 

 人口 6,971 人、死亡者・行方不明者数 252 人。住宅数 3,270 戸、被災住宅数 1,366 戸（全体の

41.8%）。防波堤（損壊）が津波を弱め、市街地の被害を少なくした。また、港湾近くの中心市街

地にある RC 造、S 造は大きな被害を受けたが、後背地はわずかな浸水にとどまっている。RC 造は

残存しているものが多いが、使用できるものかどうか不明。 

ハードに頼らない津波避難対策が、多くの市民の命を救ったといわれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■鵜住居地区 

 人口 6,630 人、死亡者・行方不明者数 586 人。住

宅数 2,517戸、被災住宅数 1,670戸（全体の 66.3%）。

釜石市では最も被害が大きかった地区。防潮堤が数

百メートルにわたり損壊し、低地の集落が大きな被

害を受けた。 

 

 

出典：国土地理院 

出典：国土地理院 

図 2.3-1津波浸水範囲 

 

写真 2.3-2被災地区斜め写真 

被災地区斜め写真の撮影方向 

 

防波堤（損壊） 

 
写真 2.3-3被災地区の様子 

写真 2.3-4被災地区の様子 

写真 2.3-5高台避難のための階段 

写真 2.3-6鵜住居地区の壊滅的な被害 



(2)仮設住宅の概況 
 釜石市の仮設住宅は市内に 50 か所、3,174 戸である。そのうち、高齢者等サポート拠点を併設

した所が 3 か所、談話室を併設した所が 23 か所、集会所を併設した所が 1 か所ある。 

 平田多目的グラウンド（釜石市桜木町）の仮設住宅では、玄関を向かい合わせにした配置形式

が特徴である（岩手県内に 3 か所）。向かい合わせの際の工夫として、南入り住戸の居室を南北に

して南側採光を確保している。住棟間隔は、玄関が向かい合う空間を広くしコミュニケーション

をとりやすくしている。玄関がない部分は子供の遊び場、冬場の雪置き空間として機能する。50

戸以上が入る団地には遊具やベンチなどの整備も進め、一層の居住環境向上を図る。 

 一方、仮設住宅への入居状況であるが、市内中心部では申し込み倍率が数倍になる一方、郊外

の仮設住宅には空室があるという、職場と仮設住宅の立地のミスマッチの状況となっている。 

 

 (3)ヒアリングの記録 

 日時：平成 23 年 7 月 2 日（土）15:00～16:00 

 場所：シープラザ釜石、視察バス内 

 対象者：柏舘 旨緒氏（岩手県建築士会釜石支部長） 

 

○被災の状況・避難の状況 

・釜石市の中では、鵜住居が壊滅的で一番大変な状況にある。 

・釜石市で被害を受けた場所は以下の３つに分類できる。 

①商業と漁業の盛んな市の中心部 

②小さな漁村で漁業だけで生活している町 

③釜石市のベッドタウン（鵜住居地区） 

・津波の被害により、JR 釜石駅まで車が流されるほどであった。 

・地震の前からシャッター街となっていた中心商店街では、1 階天井くらいまで浸水した。また

押し波だけではなく、引き波によってもシャッターが壊された。 

・地盤が下がっている。 

・市役所は、１階床まで浸水した。その付近は水位が低く、水の勢いも弱かった。 

・国交省によると、防潮堤があったことで、津波の高さを 4 メートル近く抑える効果あった。 

・漁師の町である両石では防潮堤が 10ｍ崩壊した。集落は壊滅的な状況である。 

・被災した鵜住居小学校の敷地は、チリ地震の時にも津波が来たところである。 

・柏舘氏自身は、新しい仙人大橋が崩落したことから、旧道を通って帰宅。市内に入ると、携帯

電話が圏外となり 5 日間停電が続いた。釜石の情報は外に発信されなかったため、地元の人で

も津波のなかった北部の人は津波の被害を朝まで知らなかった。 

 

○避難・避難所 

・一次避難では、若年層の被害が少なかったことが特徴である。小・中・幼・保育園児は全員無

事であった。一次避難時、釜石東中学校の生徒が隣接する鵜住居小学校の生徒をおぶって避難

したり、保育園の先生が乳母車に幼児を乗せたりして避難した。途中までは皆で逃げたが、そ

こから先は、自分の命は自分で守る“津波てんでんこ”で逃げた。一次避難のあと、生徒、児



童たちは暗闇のトンネルの中、壁を手で伝って歩いて避難所へ向かい、二次避難した。 

・釜石東中学校は防災甲子園で 2 年連続優勝するほど防災に力を入れていた。建築士会では防災

教育をこれまでに行ってきており、今回の震災に役立ったのではないだろうか。  

・避難所の問題点は、避難所としての学校は、教室は暖かいが体育館が寒いこと。これからは、

避難所として使えるような設計を考えることも必要である。 

・防災拠点となるべき市庁舎、消防なども被害にあったため、どこにそれらを配置すべきか考慮

する必要がある。病院も県立病院は無事であったが、旧市民病院は 2 階まで浸水したために使

えない状況である。 

・市では最近、避難訓練を行っていたが、その時に本来の避難場所とするべきではない所を避難

場所としていた。そのため、今回もそこに避難して被災してしまった人がいた。いつもの避難

訓練の場所を非常時と同じにすることが大切である。 

 

○復興に向けての問題点 

・復興に向けての問題点として、中心部である商店街は同じ地主が持つ借地が多く、建て替えが

難しいことがある。 

・鵜住居はもともと低い土地に住宅が立地している。昔は田んぼが広がっていて、湿地帯だった

ため復興させるかどうかが問題となっている。 

・漁村では、漁業が生活に結びついているため、そこにしか住むことができない。さらに高台に

移動しても、なお地盤の心配がある。 

・避難時には避難階段・道路が役立ったが、登り口が地元の住民にしか分からないことが問題で

ある。出張ビジネスマン、観光客にはわからない。テレビでの津波の絵は避難道路からのもの。 

・新日鉄が昭和 35 年から東海市に移動を始めたために、土地はあちこち空いている。40～50 年

の中でだんだん余ってきている、そうした土地を市街地復興に活用してはどうかという意見が

外部の方から出されることもあるが、地元の人間からいうのは難しい。 

・地区制限として、この地区はＲＣでないとダメといった規制をかけようかと議論になっている

しかし、ハードだけで防ぐことは難しく、避難も含めて計画しなくてはならない。 

 

○現在の動き 

・釜石市では復興に関する「釜石復興まちづくり集中ワークショップ」が行われ、基本計画骨子

案に反映された。ワークショップは、工学院大学遠藤新先生、東北大学小野田泰明先生、建築

家伊東豊雄氏らが参加。 

・仮設住宅は市内西部に多くつくられている。 

 

(4)復旧・復興の方針 

釜石市は 6 月 29 日に復興まちづくり基本計画の骨子案を公表している。総合計画に準ずる役割

と位置づけられ、まちづくりの基本方針、基本目標、安全な暮らし方のイメージや、被災した地

域ごとの復興に向けた取り組みなどが示されている。今後、市民の意見を組み入れて加筆修正し、

9 月に正式策定する予定となっている。 

 



『スクラムかまいし復興プラン』～子どもたちの未来に贈る新たな希望の「光」づくり～ 

 

○計画期間 

2011 年度～10 年間（短期の 3 年と、中期の 6 年にそれぞれ中間目標を設定） 

○暮らし方のイメージ 

・複数の防潮施設による津波の防御 ・避難路、避難場所のネットワーク 

・津波に対する危険度に合わせた土地利用の誘導 ・避難ビルや建築物による対応 

○復興計画の原則 

浸水想定区域に住まないまちづくり 

○復興のエリア分け 

エリアを 3 区分（建築物の用途や構造に規制をかける可能性あり） 

・海にもっとも近いエリア：事務所などが入居する高層ビルを配置 

・中間エリア：盛土した上で商店や中層ビルを配置 

・奥の浸水しないエリア：住宅を配置 

○被災地域ごとのまちづくりの考え方と構想 

・釜石東部地域 

既存市街地の防浪機能の強化、陸地防波堤や防浪ビルの整備、職住の分離、にぎわい拠点を面的に

展開し集客性と回遊性の向上、新魚市場や海岸観光交流拠点の整備、橋上市場や呑兵衛横丁のよう

な地域の伝統を復活 

・鵜住居地域 

重畳する防浪施設の整備や居住地の嵩上げ、高台移転で安全の確保、自然の再生に配慮したまちづ

くり、トライアスロンコースの復活、複合機能住宅や福祉介護施設、防災教育拠点、道の駅の整備 

 

釜石東部地域の 

復興整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○その他の主要プロジェクト 

命を守る生活道路の整備、クリーンエネルギーの利用拡大、復興公営住宅の整備、主要公共公益施設

の再建、新たな公共埠頭の整備、新産業拠点の形成、津波記念館、鎮魂公園の整備 

 

 

(5)本設住宅に向けての取り組み予定 

・不明 

 

(6)地域住民のニーズ・声など 

 復興に向けた地域住民のニーズとしては、NPO 法人環境防災総合政策研究機構が 4 月下旬に、

避難所において岩手県釜石市 113 名、宮城県名取市 105 名の対象におこなったアンケート結果



がある。 

NPO 法人環境防災総合政策研究機構：Ｈ23 東北・太平洋沖地震津波に関するアンケート調査

速報 （岩手県釜石地区・宮城県名取地区） http://www.npo-cemi.com/ 

 

この中に「これからのまちづくり」について聞いた設問がある。「自宅があった場所に戻りたい」

が 43%、「自宅があった地区で安全な場所に戻りたい」が 20%と、元の自宅・地区に戻りたいとい

う意識が強い。同じ設問を名取市の避難住民に聞いているが、「自宅があった場所に戻りたい」と

回答したのは 11%となっている。 

 この意識の違いとしては、釜石市には高台があるが名取市は平野部で高台がないこと、釜石市

は日常的に津波防災への取組（訓練や啓発）の先進地であること、などが挙げられている。 

 

 (7)住宅復興に向けての考察 

・港湾に近い中心市街地の RC 造建築ゾーンと、被害の少なかった後背市街地ゾーンでの異なる方

法。 

・中心市街地は以前から空洞化していたため、残存 RC 造の賃貸居住化、アセット活用などのスト

ック有効活用。RC 造は残存・新規建設を含めてスケルトン建築とし、津波被害があっても最小

限の部分のみを修復できるものに。 

・高台までの避難階段、その先の避難道路が整備済みのため、住宅計画は避難との抱き合わせで

考える。 

・被害の少なかった後背市街地は修復型の復興。 

 

【参考文献・ＨＰ】 

１）釜石市 HP「釜石市復興まちづくり基本計画について」 

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/index.cfm/10,17356,78,314,html 

http://www.city.kamaishi.iwate.jp/index.cfm/10,17356,78,314,html�


2.4 大槌町 【高井宏之】 

 

(1)震災前後の市街地／住宅地の概要、

および被災の範囲 

①震災前の市街地／住宅地の概要 

・大槌川と小槌川が形成する沖積平野が

市の中心をなし大槌漁港があり、北西

に３km に波板・吉里吉里地区がある。 

・特に大きな事業所はなく、漁業と農業

主体の 15,239 人の小都市である。 

②被災の概況 

・平野部は津波により壊滅的状態で、木

造建物は基礎を残すのみ。鉄鋼・ＲＣ

造建物は２Ｆの高さまで波・瓦礫が直

撃し前者は鉄骨のみ残る状態が多い。 

・被災後に部分的に火災が発生し、山火事も発生した。

なお、瓦礫はかなり片付けられた状態であった。 

 

(2)避難所・仮設住宅の概況 

・全部で４８ヶ所の仮設住宅があり、被災を受けていな

い地域の小中学校のグラウンド、民有地のほか、川の

上流の岸部にも多く建設されている。平地はほとんど

被災しており、仮設住宅の敷地確保の苦労した様子を

読み取ることができる。 

・これまで入居者抽選会が３回行われ、約 2,105 戸が入

居者決定、７／１以降順次入居者説明会が開催され、

入居の見込み。 

＜仮設住宅一覧＞

http://otsuchi.web.fc2.com/kasetu5.pdf 

＜仮設住宅位置＞

http://otsuchi.web.fc2.com/kasetu6.pdf 

 
(3)ヒアリングの記録 

 なし 

(4)復旧・復興の方針・・・産業・住宅など 

・大槌町は町長死亡、副町長任期切れ、幹部・町職員多

数死亡という被災に会い、震災後の対応が立ち遅れたが、

７／９に大槌町震災復興計画準備委員会の初会合が開催

された。 

写真 2.4-1 大槌町役場 

写真 2.4-2 役場から南を見る 

写真 2.4-3 役場から北西を見る 

写真 2.4-1 震災前の大槌町（参１）：東南を望む 

http://otsuchi.web.fc2.com/kasetu5.pdf�
http://otsuchi.web.fc2.com/kasetu6.pdf�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・初会合で事務局が『多重化した防災機能を持つ災害に強いまちづくり』『被災した町民生活の再

建』『地域経済の振興』『町民による町民のためのまちづくり』の四つを柱とする基本方針の素

案を提示。町は今後、町民へのまちづくりアンケートや避難所を回って町民懇談会を実施。こ

こでの意見も参考に、準備委で復興基本方針を取りまとめる予定。住民説明会は７／１２から。 

・準備委員会は、町内の各団体の代表者に、学識経験者を加えた 18 人で構成し、復興に向けた提

言をする町の諮問機関の位置づけ、基本方針づくりまでを担い、今夏にも行われる町長選後に

設置される町復興計画策定委に作業を引き継ぐ。 

＜参考＞岩手日報 WebNews http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110610_7 

＜参考＞アサヒコム http://mytown.asahi.com/areanews/iwate/TKY201106090456.html 

 

(5)本設住宅に向けての取り組み予定 

・上記の通り全く未着手の状態である。 

 

(6)地域住民のニーズ・声など 

・上記の通り全く未着手で、ネット上で関連する情報は確認できない。 

 

(7)住宅復興に向けての考察 

・新設住宅の候補地は、津波の被害で更地状態の沖積平野、および２つの川沿いの狭小な平地の

みであるが、後者は仮設住宅の受け皿としても容量オーバーとなっている。 

・沖積平野は小高い山に囲まれ、津波時には避難可能な距離で、平野部に定住型の住宅建設は可

能である。また、高台を造成し住宅地を作った場合でも平野部への通勤は可能な範囲である。 

図 2.4-1 大槌町の市街地と被災の範囲（資２） 

http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110610_7�
http://mytown.asahi.com/areanews/iwate/TKY201106090456.html�


・西側の小槌川上流に町営の運動施設が設けられており、この場所にまとまった住宅群を設ける

ことが可能かもしれない。 

 

【参考文献・ＨＰ】 

１）岩手県災害対策本部：平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び津波災害に関する被害状況及び技

術的な考察【状況写真】 

２）国土地理院「2 万 5 千分 1 浸水範囲概況図 岩手県 No.54」（縮尺変更） 
http://www.gsi.go.jp/common/000061517.pdf 

３）大槌町災害復興室 http://otsuchi.web.fc2.com/ 

４）岩手県大槌町復興支援プロジェクト（仮） https://sites.google.com/site/otsuchifukko/ 

http://www.gsi.go.jp/common/000061517.pdf�
http://otsuchi.web.fc2.com/�
https://sites.google.com/site/otsuchifukko/�


2.5 山田町 【高井宏之】 

 

(1)震災前後の市街地／住宅地の概要、

および被災の範囲 

①震災前の市街地／住宅地の概要 

・円形の山田湾沿岸に沿って市街地が構

成され、関口川と織笠川の河口部分に

小規模の沖積平野がある。 

・大きな事業所はなく、山田湾の養殖棚

での牡蠣養殖など、漁業主体の 18,634

人の小都市である。 

②被災の概況 

・平野部は大槌町とほぼ同様な状態であるが、湾の養殖

棚や小舟が津波と共に陸地に押し寄せた。 

・山田地区と田の浜地区では、大規模な火災が拡がった。 

・市東南の浜の浦地区は、防潮堤が決壊し、港湾部分は

瓦礫の集積場となっている。海の面する老人保健施設

等は津波に直撃され、２Ｆ屋根にボートが載っていた。 

・小学校は全て高台にあり、あまり被災していない。 

 

(2)避難所・仮設住宅の概況 

・全部で４２ヶ所の仮設住宅が計画され、目標戸数は

1700 戸。被災を受けていない小中学校のグラウンド

や公的施設もあるが、民有地も多い。平地縁辺の少し

小高くなっている部分は被災しておらず、ここを中心

に仮設住宅が設置されている。 

・５月下旬以降入居者抽選会が６回行われ、順次入居が

行われてきた。 

＜仮設住宅の位置＞http://ranasite.net/?p=3880 

 

(3)ヒアリングの記録 

 なし 

 

(4)復旧・復興の方針・・・産業・住宅など 

・復旧・復興への動きは早い。５／２３に「復興計画策

定に向けた基本方針」が出され直後より住民懇談会、

復興に関するアンケート調査（後述）が行われ、６月末

には復興ビジョンが示された。 

 

写真 2.5-1 震災前の山田町（参１）：西を望む 

写真 2.5-3 浜の浦地区の老人保健施設等 

写真 2.5-2 浜の浦地区の防潮堤 

写真 2.4-1 山田町の市街地（西を望む） 

http://ranasite.net/?p=3880�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・復興の方向性として、『津波から命を守るまちづくり』『産業の早期復旧と再生・発展』『住民

が主体となった地域づくり』の３つが示され、『津波から命を守るまちづくり』の中に「安全・

安心で暮らせる高台宅地の整備」が明記されている。 

・この「高台宅地の整備」の理由として、この地が明治・昭和の大津波後に高台移転を行いこれ

が成功していること。山田町の地形が周辺市町村と比べ勾配が緩やかで、浸水しなかった地域

への移転、丘陵地を活用した高台宅地の造成も比較的容易であることがあげられている。 

・「高台宅地を整備する上での留意点」として次が示され、土地利用復興パターンも示されてい

る。 

 ○現在の地区や集落のコミュニティの絆への配慮 

 ○低地部と高台との分断防止、低地部と高台を結ぶ移動手段の確保 

 ○土砂災害対策の徹底と伐採森林に対する代償措置の実施 

 ○津波からの避難場所の確保、防火水槽等の設置 

＜参考＞ 

・復興計画策定に向けた基本方針（5/23） http://www.town.yamada.iwate.jp/saigai/fu_kihon.pdf 

・住民懇談会意見概要（H23.5 下旬）  http://www.town.yamada.iwate.jp/saigai/fu_konmatome.pdf 

・復興に関するｱﾝｹｰﾄ調査結果（6/30） http://www.town.yamada.iwate.jp/saigai/fu_cyousa1.pdf 

図 2.5-1 山田町の市街地と被災の範囲（参２） 

http://www.town.yamada.iwate.jp/saigai/fu_kihon.pdf�
http://www.town.yamada.iwate.jp/saigai/fu_konmatome.pdf�
http://www.town.yamada.iwate.jp/saigai/fu_cyousa1.pdf�


・復興ビジョン（6 月） http://www.town.yamada.iwate.jp/saigai/fu_vision.pdf 

・復興までのスケジュール http://www.town.yamada.iwate.jp/saigai/fu_schedule.pdf 

(5)本設住宅に向けての取り組み予定 

・明確な時期は示されていない。 

(6)地域住民のニーズ・声など 

・アンケート調査によれは、今後の住みたい場所としては、「これまでと同じ地区で、高台などに

住みたい」が 46.7％と最も多く、次いで「津波の危険性があっても、被災前の場所（自宅）に

住みたい」が 15.6％であり、高台居住の意向が強い。 

・アンケート調査における具体的な意見を次に示す。それぞれの被災の状況や体験で、意識が異なる

ものと考えられる。 

被災前の場所に自宅を、と思っているのですが、今後の町の考えが見えていません。早く町

の方針を教えて欲しいです。「早く自宅を建てたい！」 

我家は防波堤が家にしっかりと横倒しになり、高さ７ｍもダメでした。今後はその場所に住

みたくないです。今でもその場所に行くと「震えて」しまいます。どうか高台に代替地を、

切に切にお願いします。 

23 年前、現地に家を建てました。理由は津波が上がらない所です。少年時代、チリ津波を経

験しました。今回も生家は跡形もありません。同じ場所で２回流されました。何故同じ事を、

同じ悲しみを･･･成長がないです（町づくりに）。今回の津波も前回のチリと同じくらい織笠

地区に上がりました。水の勢いは違いますが、堤防が出来ても同じ広さの被害です。町の思

い切った指導が無いと、又三度目の被害となります。住宅は高地へ、産業は海の近くで計画

を！不便を取るか？便利を取るか？ 

高台の少ない町では遠くまで避難するのが難しく、多くの人が犠牲になりました。何処にい

ても余裕をもって避難できる、津波に強いビルともっと高い堤防、避難路の整備が必要だと

思います。 

病院や公共の施設を高台に移設して欲しい。 

 

(7)住宅復興に向けての考察 

・地勢を踏まえ、歴史的に高台居住が推進され、実際今回小中学校も被災していない。 

・今回の被災状況を踏まえ、今後の社会や街の方向性をも加味した、次世代の街づくりの手段と

して、住宅を計画していく必要がある。 

 

【参考文献・ＨＰ】 

１）岩手県災害対策本部：平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び津波災害に関する被害状況及び技

術的な考察【状況写真】 

２）国土地理院「2 万 5 千分 1 浸水範囲概況図 岩手県 No.50、51」（縮尺等変更） 
  http://www.gsi.go.jp/common/000061513.pdf 

  http://www.gsi.go.jp/common/000061514.pdf 

３）山田町災害対策本部情報 http://www.town.yamada.iwate.jp/ 

http://www.town.yamada.iwate.jp/saigai/fu_vision.pdf�
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2.6 宮古市 【安武敦子】 

 

(1)震災前後の市街地／住宅地の概要，および被災の範囲 

宮古市は，三陸リアス式海岸の北端，盛岡より東へ直線距離でおよそ 90km に位置する。2005

年（平成 17 年），宮古市，田老町，新里村が合併し市制施行， 2010 年（平成 22 年）川井村を

編入し，現市域となる。東北地方太平洋沖地震の際，宮古市中心部は震度 5 弱から 5 強（茂市

地区）を記録，家屋の倒壊は地震ではなく地震に伴う津波による。重茂半島姉吉地区に全被災

地中で最も高い 38.9m の津波が襲った。 

宮古市 HP によると， 

3 月 16 日：死者 157 人，行方不明者 1,658 人，避難者 8,836 人 

3 月 23 日：死者 394 人，行方不明者 1,301 人，避難者 4,063 人，住家約 4,500 棟全半壊 

5 月 17 日：死者 412 人，行方不明者 355 人，避難者 1,946 人，住家全壊 3,669 棟・半壊

1,006 棟，公共施設全壊 41 箇所・半壊 11 箇所 

6 月 17 日：死者 417 人，行方不明者 195 名，避難所数 11 ケ所，670 人 

 

 

(2)避難所・仮設住宅の概況 

宮古市の避難所は，市民総合体育館，宮古小学校，山口小学校，鍬ヶ崎小学校，宮古第二中

学校，総合福祉センター，金浜老人福祉センター，藤原小学校，津軽石中学校，重茂地区総合

交流促進センター，グリーンピア三陸みやこ。 

仮設住宅は， 

3 月 25 日グリーンピア三陸みやこ多目的グラ

ンド（248 戸） 

4 月 8 日西ケ丘近隣公園（35 戸），宮古水産高

校第二グランド（90 戸） 

4 月 13 日赤前小学校（78 戸），近内小学校跡地

（41 戸），GP 三陸みやこ駐車場横（37 戸） 

4 月 15 日津軽石旧家畜保健所跡（29 戸） 

 

写真 2.5-1 宮古市中心部 津波遡上エリア ©明治大学 建築史・建築論研究室 

（もっとも河口寄りの橋，国道 45号沿いに市役所は立地） 

写真 2.5-2グリーンピア三陸みやこ内の仮設住宅 



4 月 21 日田老樫内宅地（35 戸），ＧＰ三陸みや

こテニスコート（116 戸） 

4 月 22 日清寿荘中庭（22 戸），重茂笹見内地区

センター隣接地（32 戸），重茂漁協付近空地

（12 戸），重茂大程民地（4 戸），千鶏移動通

信鉄塔脇（13 戸），崎山中学校北側宅地（44

戸），浄土ヶ浜第 3 駐車場（32 戸）完了，愛

宕中学校跡地（81 戸）入居完了 

 

その他着手した個所は， 4 月 29 日に愛宕小学校

（45 戸），重茂小学校（18 戸），白浜地区センター（13

戸），高浜高台開発地（36 戸），藤畑公民館隣接地（26

戸），みた公園及び隣接地（36 戸），新里生涯学習セ

ンター（58 戸）。 

  

(3)ヒアリングの記録 

今回無し 

 

(4)復旧・復興の方針・・・産業・住宅など 

6 月 1 日に宮古市震災復興基本方針が出された。この考え方に基づいて復興計画を策定する

予定。方針の中では「市民生活の安定と再建」として住宅の確保，各産業の復興への取り組み

支援，「安全で快適な生活環境の実現」として防災施設を再構築、自らの生命を自ら守れるよ

うな環境整備、共助による地域防災力の向上等をあげている。 

宮古市では 4 月 19 日に市長を本部長とする「宮古市東日本大震災復興本部」が設置され、7

月を目途に庁内に「復興の総括・企画調整を担う専門組織」「被災者支援を担う専門組織」，外

部組織として学識経験者や産業界等の代表等で検討組織を設置し、震災からの復興に向けた取

り組みを一層加速化させる予定という。横断的組織としては，4 月 1 日に岩手県沿岸の 13 市町

村が連携した「岩手県沿岸市町村復興期成同盟会」が設立されている。 

(5)本設住宅に向けての取り組み予定 

雇用促進住宅、県営住宅、市営住宅など公営住宅の確保・活用は基本方針であげられている。 

(6)地域住民のニーズ・声など 

今回データ無し。岩手日報（2011 年 7 月 10 日）によると宮古市議会（前川昌登議長）で、

東日本大震災の津波が直撃した市役所本庁舎の移転論が高まっているという。市役所は倒壊を

免れたが、約 4m の浸水で１階が完全に水没。庁舎が翌日まで孤立、電気系統の復旧には 15 日

かかった。市が各地で開催している復興計画策定に向けた市民懇談会でも「新しいまちづくり

の中で市役所の移転は考えないのか」（6 月 25 日の磯鶏小会場）と質問が出ている。 

(7)住宅復興に向けての考察 

宮古市の視察に時間が割けなかったため，総論として別紙で論じる。 

 

写真 2.5-4美容室ののぼりも 

写真 2.5-3体育館のなかに商店街の仮設店舗がある 



調査メモ 

 

7 月 2 日（土）から 3 日（日） 

【宮古市市役所】 

・沿岸近くに位置しており，黒い波が襲う映像が繰り返し流された。 

 

【浄土ヶ浜パークホテル】 

・警察の支援基地，駐車場には北海道や奈良県警のパトカーが並ぶ。警察の他に赤十字のゼッケ

ンを付けた女性 2 名，コンサルタント数名。ホテルスタッフはボランティアが多いよう。食事は

カレーライスをセルフで。入浴は，大浴場 2 ケはすべて男性用とし，女性は室内の風呂で対応。

EV ホールがごみの分別所，水や湯のサービス場所となっている。 

岩手日報(2011/05/20)によると，宮古観光協会からの情報として，5 月 20 日時点で宮古市内の 22

宿泊施設で営業再開しているのは 17 施設。ほとんどが復旧関係者。浄土ケ浜パークホテル（同市

日立浜町）は 4 月 11 日に再開，収容可能な 400 人が工事業者や行政関係者らで満員で，「通常営

業のめどは立っていない」とする。  

 

 

【宮古漁港】 

漁 が 徐 々 に 再 開 さ れ て い る 。 読 売 新 聞

(2011/04/15)によると 4 月 11 日に宮古漁港が

再開，スケソウダラやイカが競りにかけられた。

仲買人も 100 人弱が集まった。元来，宮古市魚

市場は県内最大の水揚げ高を誇る。宮古市内に

は漁業を主な収入源とする漁師だけで約千人

が暮らし，市内３漁協には漁船約 2800 隻が所

属。宮古の他，田老，重茂(おもえ)に漁港があ

る。すべて壊滅的な被害を受けたが，田老地区

の冷蔵施設，漁に出ていた大型の底引き船 11

隻が生き残った。 

写真 2.5-5外部からの復興支援基地としてのホテル      写真 2.5-6 食事風景 

写真 2.5-7岸では作業をする人が目立った 



宮古漁協の組合長は，すぐにプレハブの事務所

を建て，8 月には製氷所も完成する見通し。宮

古市内の各漁協は，漁船を共有化することで早

期に漁を再開する方法を検討している。 

 

【参考文献・ＨＰ】 

１）宮古市 HP（震災の経過） 

http://www.city.miyako.iwate.jp/cb/hpc/Ar

ticle-1493-6544.html 

 

写真 2.5-8津波被害に遭った宮古漁港 

写真 2.5-9新しい宮古漁港 



写真 2.7-1 被災前の田老地区市街地      （岩手県作成資料） 

図 2.7-1 防潮堤の配置      （国土地理院デジタル地図に加筆） 

図 2.7-2 第一防潮堤の標準断面  （津波工学研究報告第 17 号 2000 年） 

●田老観光ホテル 

第一の防潮堤(1934－58) 
 河川局所管・村営工事 

第二の防潮堤(1962-66) 
 水産庁所管 

第三の防潮堤(1973-79) 
 水産庁所管 

田老川水門・河川堤防(1972-79) 

田老駅● 

●水産加工所 

●田老観光ホテル 
漁協● 

宮古市田老総合事務所● 

2.7 宮古市田老地区 【山本理】 

 

(1)震災前後の市街地／住宅地の概要、

および被災の範囲 

①震災前の市街地／住宅地の概要 

・田老地区は、田老川はじめ５河川が

流入する湾口に形成された市街地で、

南北の岬に囲まれた天然の良港とし

て古くから漁業で栄えた。 

・宮古市への編入以前の田老村の時代

に、明治大津波(1896.6)で死者・不

明者 1859 人（生存 36 人）、昭和大津

波(1933.3)では死者・不明者 911 人

と壊滅的な被害を受けたことから、

昭和大津波からの復興事業では、背

後の丘陵地に直結する碁盤目状の街

路整備と、当時としては常識を超え

た巨大防潮堤の整備が指向され、津

波被害の翌年(1934)には着手された。 

・事業は戦時体制により中断があった

が、昭和 33 年(1958)には、T.P.10ｍ

延長 1350ｍの第一の防潮堤が完成し、

直後に発生したチリ津波(1960.5)で

は津波の進入を阻止して人的被害を

食い止め有効性を立証した。 

・その後、限られた市街地内に収まら

ない土地利用が防潮堤外で進行した

ため、第二の防潮堤(1962-66)、第三

の防潮堤(1973-79)も同水準で整備

され、全体でＸ字状をなす二重防潮

堤が構成された。 

・上辺の幅３ｍ、総延長 2.4km の防潮

堤は「万里の長城」になぞらえられ、

津波対策の典型モデルとして、内外

の研究者・行政関係者の関心を集め、

調査視察者の来訪も多くあった。 

・旧田村町の人口は、2005 年の宮古市

編入時点で4,570人にまで回復した。

本エリアには、震災時点で 2,500 人

弱が居住し、うち、二重防潮堤の内



 写真 2.7-3 津波の越流状況(漁協ビル前) （畠山昌彦氏撮影・毎日新聞社） 

写真 2.7-4 津波の進入状況 （海上自衛隊撮影・ＴＶニュース） 

写真 2.7-2 被災後の田老地区市街地      （岩手県作成資料） 

  写真 2.7-5 田老観光ホテルの被災状況  

側が約 1,600 人（毎日新聞社調べ）と

されている。 

②被災の状況 

・地震の揺れによる被害は大きなもので

はなかったが、地震発生後 30 分ほどで

到達した津波は、防潮堤を越える高さ

に達し、市街地全体に流入して死者 94

人・行方不明者 50 人の人的被害を生じ

た。市街地は津波に一掃され、平地で

は一部の非木造建築が外形を留めたも

のの、殆どの建物が壊滅した。また、

一部火災被害も生じている。 

・市民の多くが、口伝や日頃の訓練に基

づき、津波到来前に高台に避難した。

高台までの距離は至近で、避難を意図

した街路計画が採られていたことから、

避難行動中に遭難した人は多くない模

様である。 

・しかし、防潮堤の過信や２日前の地震

で避難が空振りになった経験などから、

避難行動をとらなかった市民もあり遭

難に至った可能性がある。また、防潮

堤を貫く道路用水門を閉める操作に向

かった要員が殉職したほか、防潮堤上

で津波の様子を見ていた市民も被災死

している（同行添乗員の談話による）。 

・被災時の数少ない画像では、防潮堤付

近での水位は、防潮堤を遥かに超えて

おり（「４ｍも上」という証言がある）、

港湾近くで外形をとどめた建築物が３

階まで破損していることから、第一防

潮堤外の水位は、地面から 10～12ｍ程

度はあったと推定され、防潮堤との衝

突による水面の上昇もあわせ越流した

ものと推定される。越流した海水は、

８ｍの落差の勢いで内側の市街地を破

壊しつくし、引き波の際に、堤体の中

込め土砂を流出させて、第二防潮堤を

引き倒したことが想像される。 

・津波は昭和大津波の到達点標示を超え、



写真 2.7-6 防潮堤内側の被災状況 
   非木造建物は外形を残すが他は基礎が残るのみ 

写真 2.7-7 高台に残った建物群 
   中央奥が旧町役場(市役所田老総合事務所） 

写真 2.7-8 破壊された第二防潮堤  

写真 2.7-9 港に面した水産加工所 
   構造体の鉄骨がねじ曲がり破断している  

南北の河川にそって遡上して、高台部 

を除く集落全体が被災した。 

 

(2)避難所・仮設住宅の概況 

・田老地区は、平成の大合併により編入

された宮古市の一郭であり、宮古市の

項に示した避難所(11 ヶ所)・仮設住宅

(17 ヶ所／1,181 戸)が、竣工または着

手済みである。しかしながら、合併に

よる市域は広大で、仮設住宅に適した

用地が偏在することから、田老地区の

近傍での収容力は大きくはない様子で

ある。 

 

(3)復旧・復興の方針と取り組み予定 

・(宮古市の項を参照)。 

 

(4)津波対策の考察 

・大防潮堤は津波の進入を食い止められ

なかったが、湾に直面する高台部への

波及阻止には一定の効果をもたらした

可能性がある。この高台には、昭和の

大津波以降、役所や学校など公的施設

が立地しており、これらの被害が最小

で済んだことは、大被災の中で事後の

対策に役立っている。人的被害も明

治・昭和の大津波に比して大幅に小さ

く、その多くが背後の高台に避難して

いたことを考えあわせると、防潮堤の

効果は小さくないと考えられる。 

・第一防潮堤の外側は、漁業施設など非

居住利用も多く、これらは破壊され尽

くしたが、事前の避難によりこれらの

エリアでの人的被害は大きくはない。 

・田老町の津波対策は、防潮堤の存在が

注目されがちだが、高台部への公的施

設の立地、高台部への避難を想定した

街路計画など、人命への配慮が併用さ

れており、口伝などによる避難意識も

普及していた。防災はハード・ソフト



の両面から進める必要があることの証左としても評価すべきと考えられる。 

 

【参考文献：ＨＰ】 

１）特別報道写真集「平成の三陸大津波」岩手日報社 2011.6.17 

２）「地図中心」2011 年５月号 (財)日本地図センター 

３）明治昭和平成「巨大津波の記録」毎日新聞社 2011.7.21  

４）津波防災を考える－「稲むらの火」が語るもの 伊藤和明 2005.7.5 岩波書店 

５）津波と防災－三陸津波始末－ 山下文男 2008.9.1 古今書院 

６）東日本大震災復興支援地図 2011.6 昭文社 

---------------------------------------------------------------- 

７）毎日新聞社 WEB サイト(毎日 jp) 

http://mainichi.jp/select/weathernews/20110311/verification/news/20110515org00m040013000c.html 

８）田老防潮堤 S52 撮影 

http://yanagihara.iza.ne.jp/images/user/20110318/1332511.jpg 

９）田老防潮堤経緯 

http://blogs.yahoo.co.jp/shuuyu/64244967.html 

10）漁港百選 

http://www.gyokou.or.jp/100sen/100img/02tohoku/021.pdf 

11）釜石港湾事務所 

http://www.pa.thr.mlit.go.jp/kamaishi/bousai/b01_02.html 

12）建築家佐々木繁氏のサイト 

http://blog.livedoor.jp/shyougaiitisekkeisi2581/archives/51860517.html 

http://blog.livedoor.jp/shyougaiitisekkeisi2581/ 

13）群馬大学 津波デジタルライブラリ 

http://tsunami.dbms.cs.gunma-u.ac.jp/xml_tsunami/xmltext.php?info=23%20papermetatab%20papersectab 

http://tsunami.dbms.cs.gunma-u.ac.jp/ 

 



2.8 田野畑村 【高井宏之】 

(1)震災前後の市街地／住宅地の概要、

および被災の範囲 

①震災前の市街地／住宅地の概要 

・西部と中央部は北上山地から続くなだ

らかな山地、東部の海岸線は隆起海岸

がつくる断崖。平地はわずか 16%程度 

・3,831 人で、主産業は水産業と酪農。 

②被災の概況（島越地区） 

・河口に形成されたわずかな平野部分が

ことごとく津波の直撃を受けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・沿岸部は昔海水浴場であったが、客も減り港湾整備

が行われつつあった。 

・津波は沿岸部の防潮堤を軽く乗り越え、河口近くの

三陸鉄道の島越駅は、高架橋もろとも津波に直撃さ

れ無惨な姿となっている。 

・島越駅近くの斜面地に、被災を免れた住宅（写真

2.8-1）がある。子世帯が低地に住宅を新築しようと

考えていたところ、親世帯が猛反対。やむなく隣地

に住宅を建設し、今回難を逃れた。 

・罹災戸数 582 戸、うち 495 戸。 

 

(2)避難所・仮設住宅の概況 

・岩泉高校田野畑校グランド（50 戸）、田野畑中学校グ

ランド（94 戸）、アズビィ学習センター前（戸）の３

ヶ所に建設、６月末に入居完了。 

・木造の仮設住宅も建設されている。 

＜仮設住宅の様子＞

http://blogs.yahoo.co.jp/sasaootako/60650626.html 

写真 2.8-1 震災前の田野畑村（参１）：西を望む 

写真 2.8-1 被災した三陸鉄道高架橋と

被災を免れた住宅（西を望む） 

写真 2.8-2 破壊された三陸鉄道軌道 
（東を望む） 

写真 2.8-3 山肌を登る避難誘導路 

図 2.8-1 田野畑村の市街地と被災の範囲（参２） 

http://blogs.yahoo.co.jp/sasaootako/60650626.html�


(3)ヒアリングの記録 

 なし 

 

(4)復旧・復興の方針（参３） 

・早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）が、被災地支援活動を行っている。 

・早稲田大学の学生サークルである思惟の森の会（学生の会、WAVOC 公認プロジェクト「思惟の

森育林」）が大学・地域連携の先駆けとして 50 年に渡り森づくりと交流活動を行ってきた。 

・WAVOC は 4/21（木）～4/25（月）に、思惟の森の会の学生・OB を先遣隊として派遣し、村内で

どのような支援が必要かニーズ調査を実施。この調査結果に基づき、思惟の森の会では 4/29

（金）～5/5（木）、避難所にある支援物資の仕分け、被災現場で見つかった写真の水洗い、観

光地の整備作業などを行った。 

・この他、早田宰社会科学総合学術院教授が震災直後に現地での被害状況の調査を実施。また、

古谷誠章理工学術院教授がダンボール製の更衣室、小物入れ、掲示板などを避難所に設置した。 

・早田教授、古谷教授ともに村長からの要請を受け「田野畑村復興計画策定のための委員会」の

委員として参画、同村の長期的復興に関わっている。 

 

(5)本設住宅に向けての取り組み予定 

・５月下旬、住宅被害が顕著な羅賀と島越の２地

域の集落再建について３案を検討中。村は複数

の候補地を選び住民の意見を聞いて７月まで

にまとめる復興計画素案に盛り込むとのこと。 

 

(6)地域住民のニーズ・声など 

・特に情報は得られない。 

 

(7)住宅復興に向けての考察 

・地形的に、住宅／住宅地を再建可能な用地が限定され、議論自体がわかりやすいと考えられる。 

・早稲田大学との連携の蓄積があり、比較的スムーズに地域／住宅の復興が進むと考えられる。 

 

【参考文献・ＨＰ】 

１）岩手県災害対策本部：平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び津波災害に関する被害状況及び技

術的な考察【状況写真】 

２）国土地理院「2 万 5 千分 1 浸水範囲概況図 岩手県 No.32」（縮尺等変更） 
  http://www.gsi.go.jp/common/000061495.pdf 

３）早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター (WAVOC)の活動ニュース 

  http://www.waseda.jp/jp/news11/110513_wvc.html 

４）岩手日報 110522 

  http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110522_11 

 

図 2.8-2 集落の移転案（参４） 

http://www.gsi.go.jp/common/000061495.pdf�
http://www.waseda.jp/jp/news11/110513_wvc.html�
http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20110522_11�


2.9 遠野市 【小池孝子】  

 

(1)都市の概要  

・遠野市は岩手県沿岸部と内陸部を結ぶルート上に位置し、3月11日、4月7日の2回の地震ではともに震

度5強を観測したが、いずれも2名の軽傷者が出たのみであった。建物についても昭和38年に建てられ

た遠野市役所が全壊したほかは一般建物・住宅ともに一部損壊にとどまり、人的被害、物的被害ともに

大きくなかったといえる。 

・遠野市から沿岸部までは 50km 程度の距離であることから多くの団体が遠野市内に宿泊拠点を置いて

いるほか、市では災害対策本部を設置するとともに東日本大震災後方支援活動本部を設置し、釜石市、

大槌町に対する後方支援の重要な拠点となっている。 

 

(2)仮設住宅の概況  

・遠野市内には親戚・知人・友人宅に避難している被災者が 435 人・205 軒（5 月 18 日現在）あり、市では

岩手県からの被災者救援の事務委任を受け、これらの人々を対象とした仮設住宅を建設することを決

定した。「縁（えにし）がつなぐ仮説住宅整備事業～東日本大震災住まいの絆プロジェクト～『住』による

被災者の生活復興支援」と名づけられたこの事業では、『地元に帰るまで安心して住める仮設の街』を

事業コンセプトとし、仮設集会所兼サポートセンターを併設した 40 戸の仮設住宅を市の中心部に建設、

7 月中旬に入居可能となる予定である。 

・仮設住宅の敷地は遠野駅から 500m ほどの中心市街地にあった約 5000 ㎡の市職員用駐車場を利用し

たもので、周辺には商店街、市役所、医療施設、小学校等の公共施設が立地している。 

・東京大学高齢社会総合研究機構の提案を受け、「子育てケア世帯エリア」「要ケア世帯エリア」の 2 つの

ケアゾーンを集会所兼サポートセンター（約 100 ㎡）の周囲に配置し、またそれらを木製デッキでつなぐ

ことによりコミュニティ形成の促進を図ることとしている。 

・40 戸の住戸タイプの内訳は 7.5 坪が 12 戸、9 坪が 22 戸、12 坪が 6 戸となっている。 

・構造は岩手県産のスギ、カラマツを使用した集成パネルを用いたパネル構法となっており、地域産材の

利用による産業の振興および事業創出による地域経済の活性化が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2.9-1 完成間近の仮設住宅           写真 2.9-2 向かい合うリビングアクセス住戸 

屋根付ウッドデッキが付けられる 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.9-1 仮設住宅計画地付近見取図、配置計画図（資料提供：岩手県遠野市環境整備部都市計画課） 

 

(3)ヒアリングの記録（遠野市環境整備部長・立花恒氏、現場監督・佐藤氏） 

①概要 

・遠野市は沿岸の市と縁が深いところで、釜石市、大槌町の住民が知人や親戚をたよって約 205 戸、430

人が避難してきていることから、40 戸の仮設住宅を建設することとなった。仮設住宅の他にサポートセン

ターとして集会所も建設予定である。仮設住宅は 7 月 10 日に完成する予定で、16 日には入居が可能と

なる予定である。それが完了してからサポートセンターを造っていくスケジュールとなっている。建設地は、

駅から 3～5 分の距離にあり、周辺には公共施設もあり、市街地の仮設住宅地となっている。従前は市職

員の駐車場であった土地を利用している。（立花氏） 

・弱者を主体にした施設のケアゾーンと一般ゾーンがあり、ケアゾーンには、デッキを後から付け、雨や風

を防ぎ、遮光するためにも屋根をかける予定である。2 つのゾーンの中間には集会所兼サポートセンタ

ーを建設する予定である。また後から家庭菜園を作る予定もある。（立花氏） 

②住戸について 

・仮設のタイプとして 7.5 坪タイプを一番小さいものとし、標準タイプの 9 坪と 12 坪の 3 パターンを用意し

ている。構造は、遠野で開発している構造集成パネルを使用したパネル構法である。幅 900mm、厚さ

120ｍｍのパネルを縦に組み合わせて建設している。これは 1 時間耐火の認定を受けており、準防火地

域でも建設が可能な材料である。（立花氏） 

・棟間隔は 4ｍ50cm でリビングアクセスとなっている。住戸の割り振りについては、リビングアクセス住戸を

嫌がる居住者もいるため、面談しながら決めている。（立花氏） 

・パネル工場で作ったものを現場で組み立てている。１棟を仕上げるのに２週間くらいかかる。室内にはほ



とんど段差がなく、室内とタタキとの段差は 15mm、タタキと外のデッキには雪払いのため 70mm の段差を

付ける。デッキと地盤面は 180mm の階段でつなぐ。（佐藤氏） 

・積雪は 10cm から 15cm であまり多くはないが、寒さは厳しい。（立花氏） 

・建具を建てる時間を節約し、限られた空間を有効活用するため、室内の間仕切りには全てカーテンを使

用している。（佐藤氏） 

・構造集成パネルの防音性については、高音の遮断性能は高いが、低音の遮音性能が低い。仮設住宅

以外でも使用することはあるが、公共施設などでは界壁にはボードの仕上げをするか、厚いパネルを使

用することが必要である。（佐藤氏） 

③入居予定者について 

・仮設住宅への応募者は、沿岸地域と遠野市の両方に応募していることが多い。そのため抽選のタイミン

グでキャンセルする人、入ってくる人がおり、最終的に応募数はちょうど 40 戸となった。（立花氏） 

・応募者のうち、もともと遠野に縁があったという人が半数程度、後は花巻や盛岡など内陸に避難していた

人に情報を発信して二次募集をかけた際に応募してきた人である。（立花氏） 

・もともと同じ地域に住んでいた人ではなく、40 戸のうち約半分が大槌町から、13 戸が釜石市から、残りは

気仙沼、陸前高田などから来ている。そのため、ある程度大槌町出身者からリビングアクセスの住戸に

入ってもらいたいと考えている。（立花氏） 

・入居予定者に車いすを使用している人はいない。介護の必要な人も現在のところはいない。（立花氏） 

④今後について 

・仮設住宅の期限は 2 年だが、全員が退去するには 3～4 年はかかると見込んでいる。避難生活を送って

いる人が地元に帰れるまで安心して住める仮設の町ということで取り組んでいる。沿岸地には住みたくな

いということで遠野で土地を探している人の話も聞いている。遠野の市営住宅への入居希望もあるが、

満杯のため受け入れることができない。民間賃貸住宅は震災前には空きがあったが、被災者が入居し、

現在はこちらも空きがない状態である。（立花氏） 

・現在では被災地から内陸へと移る人の動きがある。被災地には仕事がないため、仕事を求めて内陸へ

と移動している。その結果、被災地の仮設住宅に空きが生じ、入居率が下がってくるのではないかと考

えている。一般の賃貸住宅でも補助が出るため、仕事さえあれば内陸へと移る人がこれからも増えるの

ではないか。（立花氏） 

 

【参考文献・ＨＰ】 

１）平成 23 年 5 月 24 日議員全員協議会提出資料・岩手県遠野市都市計画課 

２）遠野市災害対策本部 http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/36,0,201,html 

 

http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/36,0,201,html�


３．住宅計画に向けての論集 

 

3.1 岩手県という場所性と住宅復興  高井宏之 

■地形と被災状況、気になったこと 

 宮城県の被災地は大きな平野が多く、津波は沿岸部分から広くかつ奥深く市街地を襲っていた。

岩手県の被災地は悉く、北上山地から太平洋に注ぐ川による中小規模の沖積平野であり、津波は

限られた平野部をまさに直撃し、かつ川の上流に到達していた。 

 被災の状況を見て気になったことがある。松島海岸の観光地は何故ほとんど被害に遭わなかっ

たのか。石巻は、日和が丘の南側は壊滅的状態であるのに、北側は浸水したものの何故建物は残

っているのか。大船渡は太平洋よりかなり入り組んだ湾であるのに、何故大きな被害を受けたの

か。田老町の津波堤防は二重になっており、破壊された部分と破壊されなかった部分があるが、

後者の後背部分の方が何故津波の高さが大きいのか。 

 津波の性状が気になり書籍を買い込んだ。津波は水深が浅くなると次第に伝搬速度が遅くなり、

その結果海面下の等深線が舌状に突き出た部分は津波のエネルギーが集中しやすいこと。湾口か

ら侵入した津波は、屈折、浅水変形、反射して湾奥部に集中するようになること。湾は長軸方向

の長さによって決まる固有周期をもっており、その周期に近い津波が来襲すると共振が起こり湾

奥で思わぬ津波高を記録することがあること。このような記述があった。 

 被災地の地形や津波の特性、今後再生される堤防を抜きにして、意味ある復興計画や住宅地の

選定はあり得ないと感じた。 

■命を守ることと街を復興すること 

 岩手県には１年前と数ヶ月前にも大きな地震があったが、津波被害はほとんどなかった。今回

も大丈夫との思いがあったと現地で聞いた。田老町では津波見物に行った市民が命を落とした。

心の持ち方で、命を守ることはかなりできそうだ。しかし高齢者はどうか。地形を見てこれは無

理だなという被災地も多々あった。 

 落命しなかった住民は、これから復興である。笑顔を取り戻す日は必ず来る。しかし数十年に

一度という割り切りはできるのか。技術者には確率の問題であるが、住民には未来の問題である。 

■住宅復興に向けて 

 高台は安全である。しかし地形と津波の性状から必要な高さは場所で異なる。また、高台移転

を望む施設も住宅以外にも沢山ある。敷地獲得競争は激しそうだ。一方、一般に海岸護岸や堤防

は津波を考慮して作られていないと知り驚いた。被災の教訓を踏まえた技術の進化により、安全

性と日常利便性が両立される住宅適地が拡大することを強く期待したい。日本の技術力は捨てた

ものではない。 

■被災地に超高層住宅を ―― 荒唐無稽であることを承知の上で 

 超高層住宅には高層性・垂直性・大規模性・閉鎖性・高密性の固有の特性があり、この特性の

いずれかが価値をもつ場所に立地する。今回の被災地であれば、高層性は津波状況の把握、垂直

性は津波から免れる手段としての価値をもち得る。ただ何点が２点。大規模性に見合った需要が

あるか、そして街の景観にふさわしいかである。何を取って何を諦めるのか。その時の選択肢の

一つとして、超高層住宅もあり得ると考える。 



3.2 時代の転換期においてフィールドに研究者がかかわること  佐々木誠 

 

■いかに住民の意向をくみとるかが課題 

 視察した岩手沿岸部の被害は、津波によるもの以外は殆ど見られず、津波の及んだ浸水地域以

外に大きな問題は見受けられなかった。つまり、復興の対象範囲内と範囲外とが線を引くように

はっきり分けられることが特徴といえる。そこで住宅やまちの復興を考えるとき、いつかまた被

害を受ける可能性の高い「浸水地域には住宅を再建しない」（高台・内陸部への移転）というのが

単純で分かりやすい答えであろう。しかし、居住者にとっては、生業やコミュニティの持続を考

えなければならず、土地への思い入れもあろう。簡単に答えの出せる話ではなさそうだ。政治的

に上からの決定でコントロールするという手法もあり、ある意味それが政治と行政の使命でもあ

る。一方で、住民の意向を汲み取ることが欠かせない。その手法がまず問われるのではなかろう

か。 

 住民参加のまちづくりの場合、単なるアンケートではなく、ヒアリングや意見交換会、対話集

会、ワークショップなど、手法の工夫がもとめられるが、まともにやると合意形成に相当の時間

を要する。とはいえ、復興は急ぎたい。時間を区切り、集中的に行わなければならないだろう。 

■100 年単位の計画には住民にも責任がある 

 一方、住民には、市街地のあり方、住宅地のあり方、住まいのあり方をこの機会に、ぜひしっ

かり考えて欲しい。今後 100 年単位の計画につながるからだ。この機会でなければできないこと

が少なくないし、この機会を逃すとできないことも少なくないからだ。そして、そのためには専

門家の関与が欠かせない。行政をはじめとする関係者は専門家のかかわるべき場を確保し、専門

家はこの機会に積極的にその場にかかわることが重要ではないか。 

 さらに、このような復興の機会に考えるべきだと思うことは、大きな時代の流れを読むことで

ある。人口の減少がはじまった成熟社会に合う、持続的なありかたの重要性である。中央集権で

はなく地域分散、住民ひとりひとりが貢献する自律的な社会のイメージである。例えば、地勢気

候・風土を受け入れ生かし、地域性を大切にして地域への愛着を高め、地場産業を育成し雇用の

場をつくり、東京の資本でなく地元企業の資源を活かする。土木や都市レベルのスケールではな

く、集落や住宅スケールでのデザインや景観、コミュニティ形成、モータリゼーションへの反省

と公共交通の再評価、など、既存の選択肢に囚われない、オープンな発想と受容力を関係者に求

めたい。 

■大規模開発のみがこたえではない 

 より具体的にいえば、被災地域において大規模な土木工事を伴う大規模な開発を行うのではな

く、また、内陸部で大規模な造成を行って新しいまちをつくるのではなく、過疎化の進むような

近隣の集落に少しずつ、既存の空き家を活用したり、小規模な集合住宅（例えば木造の連続住宅）

を建設したりして、既存コミュニティと融合しながらあらたなコミュニティをつくりあげるよう

な手法である。既存住民と移転住民の融合には難しさもあろうが、過疎化・少子高齢化で問題が

表面化しつつある既存集落の課題も同時に解決できる可能性があるし、投資も最小限で済むであ

ろう。 

■実験・実践の場として研究者がかかわることが新たな時代を切り開く 

 最後に、成熟社会では新たな挑戦や実験がしにくい。このような時代で得られた、数少ない実



践の場が復興地域である。この貴重な機会を大事にし、実験精神をもって、より大胆に、より先

進的な試みを実践するフィールドとすべきである。被災者としては抵抗感もあろうが、よりよい

未来への数少ない有効な投資ともいえる。そしてその手法は、先に述べたように、過去の災害復

興とは一線を画す、より小さなスケールで持続的、自律的な、我々のレベルでもできる実践の積

み重ねだと考える。研究者として実践者として、我々が貢献する糸口もそこにあるのではないか。 



3.3 岩手県沿岸部等の視察調査を踏まえての住宅復興に関する考察  定行まり子 

 

○ 沿岸被災地の状況についての認識 

 津波で壊滅状態な区域 

 建物は残ったが津波浸水した区域 

 高台でほとんど無傷な区域 

の大別すると 3 区域に分かれる。被災地域の状況はそれらが組み合わさっている。平地の広い陸

前高田では、壊滅的な状況。大船渡では、津波の被害も大きかったが、住宅の被害もほとんど見

られない高台と区っきり明暗が分かれている。保育所はすべて高台になり、難を逃れている。至

るところに、「津波浸水想定区域」を示す看板が見られたが、吉浜や唐丹では、これまでの津波の

教訓から高台居住地域を計画的に進めた地域であり、比較的に被害が少ない。唐丹では、徐々に、

高台から低地に住宅が広がり、そこは被害を受けている。 

○ 集落の多様性を考慮 

 人口構造 人口集積性、少子高齢化の状況 

 地形 高台移転の可能性 

 生業との関係 

地域の人口、地形、生業との関係から、集落の縮減、コンパクト化、住宅の集合化。 

○ 着目する視点について 

 生業に着目して 

• 漁業： 

• 観光：風光明媚な地域、そのための整備も必要。避難経路は、地元住民は理解している

のは当然だが、旅行客にも分かりやすいサイン計画。 

 浸水した住宅について 

• 住宅：これまでの地震災害による罹災状況と違った判断が必要。ヘドロの除去が完全か。

衛生状況の判断、シックハウスも視野に入れる。 

• 商店：釜石の商店街の再生は？ 

 高台への優先性 

• 高齢者施設や病院が被災した状況から、建物の外形が残っていても、設備・家具など流

失、使用不可、衛生状況などから、高台移転必至。 

• 地震時に保育園にいた子どもたちの 1人の命も落としていないと聞いている。保育所は

高台に位置している場合が比較的多かったこと、また、一人ひとりの命を守ることが重

要と、必死で避難をしたものと推測する。 

• 病人、高齢者、障害を持った人、乳幼児といった自力での避難が困難な人々が集まる施

設は、優先的に高台に位置することが重要である。 

○  ハードよりソフト  まずは自然を受け入れ、自然に共生する暮らし・住まいを前提 

 避難しやすい計画 高台へのアクセス計画 

 避難訓練の日常化・・・（保育園では毎月避難訓練を行なっている。） 



3.4 視察を終えた所感  佐野こずえ 

 

 新聞・雑誌・TV 等様々な媒体から、写真・映像、地図等により、被災地の状況は世界のどこか

らでも知ることは出来る。しかし、現地に行き、その被災地域のあまりの広大で圧倒的な力によ

る被災状況を体感することは、今後の復興計画を考えるうえで必要なことであったと痛感してい

る。震災後４ヶ月が経とうとしている時期であったが、復興が目に見えて進んでいるようには感

じられず、地域ごとに瓦礫の撤去の進行も差があるように見られた。 

 同じ沿岸部でも地形の違いにより、被害の状況は様々であったが、共通するのは高台の安全さ

である。以前津波の被害にあった境目に標識や記念碑が建っているところが度々見られた。今回

もその境目近辺で、被災地と被災を免れた地域に分かれており、先人の教えを守り高台の居住し、

何を逃れた大船渡市吉浜地区のように被害が最小限に押さえられている地区もあった。この様に

以前の津波被害の地域が同じように被害にあっている状況を考えると、高台移住の希望が多いの

もうなずける。 

 しかし、すべての地域が高台に居住すればよいとはいえない。個々の地域の特性により、各対

策を立てなければならないが、自治体等からの指示を待つだけでなく、広く居住者の意見を取り

入れていくシステムが必要ではないだろうか。ただ、被災している状況では冷静で長期的な視点

での対策が取りにくい。そのために学術関係者は、過去の事例や時間が経った後に出てくる問題

などを整理分析し、長期的な視点での提言をしていくことが求められるのではないだろうか。 

 



3.5 不透明な条件に何で応じるか  鈴木雅之 

 

●人口減少という与条件 

 人口問題研究所の公表データによると、2010 年～2035 年（25 年後）の人口推計は、釜石市：

39,426 人→22,997 人、陸前高田市：23,598 人→16,613 人、大船渡市:41,199 人→28,657 人、大

槌町：15,432 人→9,850 人と激減する推計があった。 

 地域外に避難した住民は、そこで就業、就職し帰郷できない人もいる。また、避難住民のアン

ケートからも分かる通り、高台など安全な場所にならない限り元の場所に戻れないという住民も

多い。 

 あらかじめ世帯、人口を予測することができるのか。それは意識調査から分かるものなのか。 

たとえ予測できたとして、今後数十年での激しく起こりうる人口減は、現在、郊外住宅地で生じ

ている空家化と同じ現象をもたらすと想像できる。そうすると、住宅は、減災だけでなく、縮減

プログラムを内蔵した建築プロトタイプが必要になるだろう。 

 しかしながら、大津波はそれほど短い周期で来ないのだから、大がかりな建築プロトタイプは

間違いなのではないか、とも思う。 

 

●様変わりするライフスタイルという与条件 

 復興によって新たなインフラ、交通システムが整備され、産業構造、消費構造も変化するので、

住宅がどうこう以前に、暮らし方、働き方に大きな変化が生じることが予想できる。住要求や住

意識に変化が起こり、生活やライフスタイルのすべてが様変わりするだろう。 

 住宅の形は、土地の利用のしかた、働き場所と住宅の位置関係、そのインフラなどの要因の組

み合わせでバリエーションがでてくるのは当然である。が、復興計画の町の姿をイメージできた

として、様変わりするライフスタイルまでを描き切ることができるだろうか。そこまでライフス

タイルは変わらないというかもしれないが、昔のままであってほしいと思う人の気持ちは外様の

もので、地元の人は都市に比べて遅れている近代化を心から望んでいる、はずである。 

 住宅ニーズに的確に応えるべきなのだろうが、不透明な条件のなかでは、アイディアと提案が

優先されるだろう。 

 

●逃げるが勝ち 

 ひとつだけはっきりした条件がある。 

高台居住の伝承、津波てんでんこ、高台への避難階段、古くから何度もの津波被害に対しての知

恵である。「逃げるが勝ち」。この考え方、機能は住宅復興には必ずとりいれたい。ハードで安心

しきらずに、逃げられる準備を。 



3.6 視察を終えての復興に対する所感  安武敦子 

 

 我々が訪れた 7 月初旬は既に多くのがれきが撤去され，鉄筋コンクリート造や鉄骨造だけが残

っていた。その風景は原爆後の長崎の風景と重なった。 

 戦災復興では名古屋の 100m 道路や広島の平和大通り等大規模な区画整理がなされたところが

多い。区画整理や道路計画を実施できなかったところはタイミングを逃したとも言われる。 

しかし津波被災地を見て，都市を大改造する機会とは思えない。 

 おそらくここでふさわしいのは，小規模な再生が織り重なり，それらパッチワークのような部

分部分の計画を調整しながら全体を構成するという方法ではないだろうか。大きな計画を否定し

ている訳ではなく，高台への道を造る等の計画は必要である。しかしその他大きな計画を先行し

て時間を要していたのでは復旧＝戻りたいと思っている人が戻り，生活を再建することは難しく

なる。災害前後の継続性が重要である。 

 戻りたい，再建したいという人々【自律的】が，やる気を失わず【短期間】，新しい居住や生産

の場を作るには，自分たちの生活のスケールで考えること【小スケール】が連続的な復興の道程

になると考える。住民が上からのメニュー待ちにならず，自ら要求していくような復興【ボトム

アップ型】が，持続的な復興になるに違いない。 

 よって仮設住宅も地域ごとに集約して話し合いの場を用意し（難しければ web 上に情報プラッ

トフォームを作って）継続性を担保したい。 

 

 具体的に方法として階層化や役割分担が必要と思う。現場に入り住民をエンパワメントし，意

見を吸い上げ，まとめていく者，各地で行われている計画を把握し調整する者，地元の活動を支

援する立場で国や県等に対して事業や助成制度を提案する者等である。  

 必要な役割には金銭的な手当も必要である。多様な主体が入ると調整に時間と労力がかかるが，

学会としては専門家の役割を可視化し，人を貼りつけたり，予算を獲ったりするための素地づく

りが必要ではないか。 



3.7 波対策のあり方と技術的役割についての一考察  山本 理 

 

１．はじめに 

被災から３ヶ月近くを経過してからの調査行であった。一刻も早い段階にという思いと、交通

機関の事情、さらには現地復興の負担ならない配慮のバランスによるもので、ぎりぎりの選択で

あったと考える。この時期には、地域により進度は異なるものの、インフラの復活と被災瓦礫の

排除が進み、街は秩序と衛生を取り戻しつつあった。 

おそらくは茫然自失からのスタートであったであろうが、排出物の運搬や集積地での仕分け、

スクラップ化などに黙々と従事される方々を垣間見るにつけ、わが国社会の整序への希求と勤勉

な労力投下力には、感動させられる思いがある。 

これらの作業は、復興の方向や手法が定まりきらない中で、いわば到達点が見えない作業にな

るた、まずは目の前の課題をそれぞれが対処した、全体では膨大な活力に敬意を表したい。 

２．津波対策のありかた 

津波から人命を守ることは究極の命題ではあるが、津波被害の可能性がある地域を全て閉鎖す

ることはできない。このため、ある程度の被災を想定する中で、いかに人命とこれに次ぐ事物を

護り、生活や産業の維持と両立させるかが課題になる。調査地域では、明治・昭和の大津波の経

験をもってこれらの課題に臨み、集落の高台移転や防潮施設などのハード対策と、「津波てんでん

こ」といった避難行動の伝承などソフト対策を併せ適用してきた。地区それぞれの自然地勢や人

口・産業などの事情にあわせ、最適かつ実現可能な組み合わせが選択されたと思われる。 

被災復興では、今回の経験がさらに加わり、新たな市街地像、生活像、産業像が求められるこ

とになる。これは中央で選択して一律に決めることではなく、地区ごとの事情に通じたリーダー

の提案と、やはり地区ごとの賛同により得られるもので、行政者や学識者には、経済・技術面を

中心とした補佐が求められることになる。 

その中で、各地区ごとの対策に共通すると思われる必須原則として、調査を通じ門外漢にも感

じることができた課題を二点挙げておきたい。 

第一点は、万全と思える対策を進める一方、これに絶対性がないことを承知して確実に「逃げ

る」ことを併用することである。宮古市田老地区では、他地区もうらやむ巨大な防潮堤を構築す

る一方、高台の公共施設とこれに向けた避難路となる街路整備を併用し、地震時の避難を申し合

わせていた。これが、市域に多数設けられた昭和大津波の到達表示板を超えた津波に奏功したと

いう印象がある。近傍に高台のないエリアを市街利用する際に、より高い安全率のもとで準絶対

性を期待する避難拠点を、適切な距離圏で設けていくことは、この課題に通じるものと考える。 

第二点は、経験を超えた規模の津波に対して浸水阻止を保証できない可能性があるエリアは、

産業に特化した利用を設定し、生産年齢層など迅速な避難行動を期待できる層を中心に活用する

ことである。これは安全だけではなく、産業施設やその付帯物は、保険や国レベルの支援で再生

可能な範囲だが、住宅や生活の場には、経済力では再生できない記憶が内包されているためであ

る。このように割り切るエリアの建物には、建蔽部の多さが津波を加速することがないよう、「容

易に水が通る」破壊を前提とした外装計画があってもよい。 

３．技術領域と役割について 

これらの原則イメージは、そのスケールや計画の上位性から、都市計画や土木技術の対象範囲



になるかと思われる。しかしながら、この粗い構造を地区ごとに実現していく中では、これらを

条件とした住宅地や集合住宅のあり方の具体像が、建築計画の取り組むべき課題である。さらに

は、被災前の状態から、仮設住宅・避難所といった臨時の住まいを経て、新たな市街地像に移植

される生活コミュニティ、産業コミュニティについて、どう捕捉し、どう再生していくかは、こ

のような条件を前提とした特殊環境のもとで、建築計画が率先して解を模索しなければならない。

このため、地区ごとの再生方向の熟成に並行して、条件を想定した計画スタディと提案を持続し

ていくことが必要と考える。 

大自然の力は強大であり、最終的に受け止められるのは、やはり大自然である地形と大地であ

るのかもしれない。その中で、住宅と生活の営みをどう構築するかの知恵が求められている。 

（maco.yamamoto@nifty.ne.jp） 



3.8 住まい復興で市民に生きる可能性を伝えることが使命だ。  服部岑生 

 

■復興の難しさと様々な心配 

 被災の大規模性や広範囲性を感じた時、建築計画の小規模な専門分野は、建築活動のごく一部

を担うものであり、激しく無力感にとらわれた。 

 特に、放射能防災や津波防災の課題については、未解決な科学技術問題の様相があり、手がか

りが見いだせない。こう考えていくと、果てしなく深い無力感につきまとわれる。私だけでなく、

社会一般も類似の絶望感にとらわれているのではないか。 

 都市と住まいの復興は、市民の問題であるのでまず市民の意思とそれから発する要望を満たす

ことが基本である。しかし、多くの犠牲者をだし、被災地から多数の市民が避難し、欠損がある

ともいえる市民集団として、その意志や意識が期待できないとも思った。 

 現代社会の住まいや建築のあり方は、建築が組みあって結果として成り行き的に都市ができる

建築関連法律のメカニズムに従っており、そのために美的な美しい都市を創造できないといわれ

る。そういう都市に育った市民に、都市や建築を復興していく力が、十分に醸成されていないの

ではないか。また、多様な価値観を持つ市民が、復興を目的に街と住まいという統合的なハード

ウエアを構想できるのであろうか。 

■立ち止まってはいられない・・・一人・一人の生きるを助ける 

 震災後しばらくして巨大な津波堤防ありき、あるいはそれは無理だから基本は高所避難ありき、

あるいは原子力発電所廃止ありきなどの、街や家族の歴史を根本的に革命する方法論が出てきた。

しかし、そのような絶対的な手段が、過去の街や住まいの歴史の基本を否定するもので、私は結

局不可能な計画だということに気がついた。 

 不可能に呆然とするだけで何も復興にとりかからないのでは、無力な市民個人は、その時間、

被災した自宅の土地を見て悲しく待ち続けるだけだ。しかし、どのような場合も、このいまの時

間を生きて、未来を創る方法が必要である。 

 一部の専門家は、上位のそれへの都市計画ありきだから協力を乱すような個人行為に加担する

専門家の参加は問題であるという。しかし、上位計画が定まり計画が実施される間の個人は、避

難住宅に待機すればいいというのだろうか。人々にどう被災地で生きるかを提言すべきである。 

■住宅づくりの専門家として答えるべきこと  

 重要なことは被災者個人が逆境をどう生き延びるかの方法を語ることとだ。 

 住まい作りの専門家の役割としては、二つの視点があると思う。第一に、人々が群れとして住

むための条件であり、私たちは住まいの群が共同的な近隣生活の場となる街の形を持つように提

言すること、第二に個人の住まい条件であり、個人が自己力でできる防災性能技術を提案するこ

との 2点が、重要であると思う。 

 街の形は、コミュニティの暮らしの場の形であり、地域ごと・生業ごとの特徴を持つ形である。

東北の各地のこれからの街と暮らしの場となるものである。個人の自己力による防災的な住まい

作りは、津波に流れていった住まいから津波に対抗できる住まいに改良—例えば個人住宅に仕込む

津波シェルター—していく方法である。 

 この視点は、結局この被災地を捨てることはできないあるいは歴史と記憶を捨てないという現

実で、この場所に自宅を復興し、生業を営む問題の基本条件から導かれる。 



3.9 『復興』の意味するもの  小池孝子 

 

岩手県沿岸部は、過去にも数度にわたり津波の被害を受けてきた。今回、その被災地に降り立

ってみると、その地にあるべきものの姿はなく、「何もない」としか表現のしようのない光景に言

葉を失った。被災地域には防潮堤など津波に対する備えは存在していたが、予想を超えた規模の

津波に耐えられたものは半数に満たなかった。こうした建造物による備えには限界があることを

強く認識する必要がある。 

集落の高台移転という選択は、その土地になじみを持たない者には至極当然のように思える。

しかし、その土地に長く住み、またその土地でなければできないことを生業としている人々にと

って、移転は容易なことではない。心情的にも経済的にも大きな負担となるだろう。被災した集

落の中にあるのは、被災した家々ばかりではない。ほんの少しの高低差により被害を免れた住宅

では、一見以前と変わらない生活が見られる。集落の移転を考えたとき、被害の有無によって分

割されてしまった集落をどうするのか、ということも大きな課題といえる。 

それでも過去の災害時に、集落の移転を決断した人々は存在した。彼らはなぜそれを選択した

のか。また、多くの集落で人々がその土地を離れず、被災地域に集落を再建したのはなぜなのか。

あるいは、一度捨てた土地にまで集落を拡大していったのはなぜなのか。復興を考えるとき、そ

の理由を問うてみること、そうした過去の検証がまず必要だろう。 

そして、復興の意味を今一度考え直すこともまた重要である。人々が元の生活を取り戻すこと、

そして将来への希望を取り戻すことが復興であるならば、その前提条件として「その土地で」と

いうことがどれほどの意味を持ち、人々にどれほどの希望を与えるものなのかを考える必要があ

る。人口減少社会の中で、もともと人口減少傾向にあった土地で、何をもって復興と呼べるのか。

その意味を見出すことがまず、建築計画として何ができるのかを考える端緒となるだろう。 



４．総括 

 

4.1 被災地の状況 【高井宏之】 

 

(1)震災前後の市街地／住宅地の概要、および被災の範囲 

今回視察した被災地は、三陸海岸にある中小規模の都市または集落である。いずれも北上山地

から太平洋に注ぐ河口付近の沖積平野に市街地が形成されている。平野の大きさは多様であるが、

嶮しい山と入り海に囲まれる形態は共通している。産業は水産業を主体とし、地域により農業・

窯業・木材加工業などが加わる。工場等が立地し産業の柱となっている地域もある。 

被災の状況は、津波により防波堤・防潮堤が被災し、平野部の市街地は壊滅的状態で、地盤も

沈下している。津波は川を遡上し浸水地域は広範囲に及んでいる。 

 

(2)避難所・仮設住宅の概況 

避難所は公的施設利用を中心に、被災地近傍に分散している。仮設住宅も、各地域の地勢や空

き地の状況により立地は多様であるが、地形特性から適地が限られ、被災地近傍に小規模分散の

傾向にある。建設はかなり進んでおり、概ね７月で完成予定である。 

精査はできていないが、計画面では、グループホーム型（陸前高田市）、談話室もしくは集会所

の併設（陸前高田市）、コモンアクセス配置（釜石市）、遊具・ベンチの設置（釜石市）などの取

り組みが行われて、公的宿泊施設を利用（宮古市）ケースもある。 

また遠野市では、岩手県からの被災者救援の事務委任を受け、市内の親戚・知人・友人宅に避

難している被災者を対象に仮設住宅を建設中である。この仮設住宅では地域産材の利用とともに、

仮設集会所兼サポートセンター併設の取り組みも行われている。 

 

(3)ヒアリングの記録 

遠野市の仮設住宅、および釜石市で協力を得た。岩手県は大変協力的であったが日程が合わず。

市町村とのコンタクトも調査直前に試みたが、自らが被災しており、また被災者の対応が繁忙を

極めているとの情報もあり、協力依頼を断念した。 

 

(4)復旧・復興の方針 

各市町村で名称はそれぞれ異なるが、復興に向けた基本方針は４月下旬以降出されてきており、

更なる具体化に向けた組織作りや、住民アンケートや地区懇談会等により住民ニーズの把握が行

われつつある。ただ、建築家等の専門家を交え具体的復興プラン策定に動いている市町村（釜石

市や田野畑村）もあれば、７月初旬に震災復興計画準備委員会の初会合が開催された市町村（大

槌町）もある。それぞれ異なった被災状況の中で、懸命に尽力している状況が見て取れる。 

なお、被災地の横断的組織としては、4 月 1 日に岩手県沿岸の 13 市町村が連携した「岩手県沿

岸市町村復興期成同盟会」が設立されている。 

 

(5)本設住宅に向けての取り組み予定 

具体的な動きはまだ見られない。国の復興方針を待っている状況であり、津波浸水区域等の市



街地の建築行為を見合わせている点で共通している。 

 

(6)地域住民のニーズ・声など 

住民アンケートや地区懇談会等により、見える形になりつつある。しかし、住民の反応は多様

であり、住宅／住宅地については、高台移転を強く希望する市町村（大船渡市、山田町）と、自

宅があった場所に戻ることを強く希望する市町村（釜石市）がある。また、住宅以前の問題とし

て、行政庁舎等の公的施設の高台移転を望む声もある（山田町、宮古市）。これらは、各市町村の

被災状況と地勢が大きく関係していると考えられる。 

 

(7)住宅復興に向けての考察 

視察メンバーが担当した市町村により、次に示す通り、それぞれ異なった視点からの考察が述

べられている。 

＜陸前高田市＞ 

壊滅的被害とともに地盤沈下した比較的広い市街地に対し、都市を復興させるのか否かという

ところからまずスタート。 

＜大船渡市吉浜地区＞ 

この地区の被害の少なさは今後の「土地利用のあり方及び土地利用計画」に大きく影響を与え

る可能性が高く、地区の規模や立地にもよるが、高台への移転も含めた検討が必要である。 

＜釜石市＞ 

「港湾に近い中心市街地の RC 造建築ゾーン」「被害の少なかった後背市街地ゾーン」で異なっ

た方向となる。 

中心市街地が以前から空洞化していたことの考慮、住宅計画は既に整備済みの高台までの避難

階段やその先の避難道路とセットで考えるべき。 

＜大槌町＞ 

津波時には避難可能な距離で平野部に定住型の住宅建設は可能、また高台を造成し住宅地を作

った場合でも平野部への通勤は可能な範囲。 

＜山田町＞ 

歴史的に高台居住が推進され功を奏した状況を踏まえ、今後の社会や街の方向性をも加味した

次世代の街づくりの手段として、住宅を計画していくべき。 

＜宮古市田老町＞ 

大防潮堤がもたらしたであろう一定の効果、昭和の大津波以降の公的施設の高台移転、高台部

への避難を想定した街路計画、口伝などによる避難意識の普及などを、防災はハード・ソフト

の両面から進める必要があることの証左としても評価すべき。 

また、全市町村に共通する視点として、次の考察が加えられている。 

・市街地の壊滅状態とその光景は内陸移転への住民の決断を促すに足ると思う反面、生業やコミ

ュニティを含め、課題は少なくないだろう。 

・住民へのアンケートや地区懇談会などにより、復興計画に意見を取り入れる仕組みは有意。 

 



4.2 視察参加者の着眼点 【鈴木雅之】 

 小論を整理することによって、問題意識を共有すること、論点を明確にすることを目的とする。 
 

(1)高台移転・浸水エリアについて 

 高台移転の必要性を認めつつも、現実性からくる懐疑的な意見も。 

 ・高台移転は自然な流れ 
 ・津波に流された地域は、構造は残っていても甚大な被害 
 ・安全性、生活や産業の利便性とのトレードオフがある。 
 ・津波は頻繁にはないので、消費財などは流されてもいい。 
 ・流されるものは流されるようにつくる。 
 
(2)避難 

 避難の重要性の論点は一致しているものの、高齢者の避難については問題視も。 

・津波てんでんこ、高台移転の伝承、高台への避難階段と道路のネットワークなど、昔からの知

恵を活かし、確実に逃げられるような計画が重要。 
・高齢者は逃げられるのか。 
 
(3)住まいと都市 

 小さなスケールの積み重ねによりまちをつくっていく、という論点に集約。一方、都市、土木

の計画の上位計画の条件との関係性の模索。 

・部分の計画を調整しながら全体を構成する。 
・個人の自己力でできる住まいの技術が必要。 
・上位計画（粗い構造ではあるが）が条件になる。 
 
(4)提案する住まいの形 

 アイデアレベルであるが、いくつの提案。 

・超高層住宅 
・既存の空き家の活用 
・木造の連続住宅 
・既存コミュニティと融合する新たなコミュニティ形成の手法 
・自然に共生する住まい 
・激しい人口減に対応する縮減プログラムを内蔵した住まいの形をとりいれるか。 
・破壊を前提にした外装計画 
・津波に対抗できる部分（シェルター）の設置 
 
(5)時間軸 

 急ぐ必要があることは急がなければならないという認識と継続性の必要性。 

・長期的なビジョンからの提言が求められる。 
・大きな計画を待っているだけでは生活再建が十分にはできない。 



・被災前、避難、仮設、復興住宅まで、連続したコミュニティを再生する条件が前提 
 
(6)住民の意見の反映 

 住民・地域の声を反映することが条件という一方で、現状や将来からみると提案すべきという

意見も。 

・地区ごとのリーダー、地区ごとの賛同を得ながらつくっていく。 
・多様な価値観があり、しかも住民がバラバラになっているなかで、街と住まいの総合的な計画

が構想できるのか。 
・復興によって生活やライフスタイルが全く様変わりする。新しい住まい方の提案が優先されて

もよい。 
 

(7)専門家（建築計画）の関わり 

 何をもって復興というのかを考えながら、建築計画の役割をしっかり果たしていく。 
・社会関係、コミュニティの継続、経済活動の成立は大前提。 
・スタディを継続しながら、提案、提言を。 
 



4.3 期待される今後の展開 【高井宏之】 

 

(1)今回の復興住宅計画のチェックポイント（表 4.3-1） 

本報告書でこれまで記述内容（○部分）に、これまで住宅計画小委員会委員や視察調査参加メ

ンバーより出された意見も含め集約した。内容は実に広範囲にわたるが、復興住宅の計画に与え

られた時間は限られている。下記の中から判断可能なものを集約化し、実効性の高い計画を実施

していくことが求められる。 

表 4.3-1 今回の復興住宅計画のチェックポイント（○は今回の本書等での記述） 

項目 内容 備考 

①条件想定 

（ハード） 

・想定津波高さ 

・浸水範囲 

・考慮すべき対象･･･流れてくる船舶も含めるか 

○防波堤・防潮堤の効果 

○上位計画／土木・都市計画との関係性 

・新たな技術の進展 

・「減災」の発想 

・「想定」の限界 

・想定とコスト 

 

②条件想定 

（ソフト） 

○住民のニーズ 

○避難システムの充実 

○人口動態の予測･･･直近／将来 

○地域の被災前の産業の動向･･･ 同 

○地域の生業の動向･･･ 同 

○地域特性の反映 

 

 

③住宅地の選定 ○地理的特性･･･高台の有無、弱者にとっての避難距離 

・高台利用の他施設との競合 

④住宅の計画 ○計画の単位・規模 

○コミュニティのあり方 

・住宅性能 

・公的住宅の役割 

⑤計画のプロセス ・トレードオフ要素の解きほぐし・合意 

・住民参加の方法 

・（集団移転の作法） 

 

⑥その他 

（テーマが大きく

別扱いか） 

・自力再建 

・被災住宅の再生活用 

・経済支援 

・経済的相互扶助システム 

・被災地域と非被災地域との関係 

・マイクロクレジッ

ト 

⑦その他 

（次なる津波への

対応） 

・被災前／避難／仮設／復興住宅までの流れの対応 

・空き家活用のシステム 

・仮設住宅計画、生産システム 

・仮設住宅と本設住宅の間の中継ぎ的住宅 

・既にかなり進行中 

 

(2)住宅計画研究の役割（表 4.3-1） 

上記を俯瞰し、住宅計画研究の果たすべき役割の視点で整理した。住宅計画学の役割は、社会

の中での建築を捉えながら住民の視点に基づくこと、そして住宅計画の目標像・イメージづくり

を行い、それを提案・提言し実践に結びつけることにあると言えるであろう。 

 



表 4.3-2 住宅計画研究の役割（○は今回の本書等での記述） 

項目 内容 備考 

①短期 ○住民ニーズの把握 

・仮設住宅の建設・運営支援 

○新しいライフスタイルの提案 

○復興住宅計画の目標像・イメージづくり 

・計画プロセスのデザイン 

○地域特性の反映 

○住民の視点に基づ

いた提案・提言 

②中長期／次なる

津波への対応 

・減災できる街・住宅づくり 

 ･･･ハード＆ソフト 

・被災にあっても各段階で機能する街・住宅づくり 

 ･･･住宅の可変性・転用性 

○被災後も住み続けたくなる街・住宅づくり 

 ･･･早期復旧復興できる街・建築・住宅、 

社会関係、コミュニティの連続性 

○長期ビジョンに基

づいた提案・提言 
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